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☑ 業務改善助成金の申請期限が一部延長されました！ 
     

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を 30 円以上引
き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった
費用の一部を助成する制度です。 

 
 
この度、賃金引き上げ計画を立てて助成金の申請をいただく場合、申請期限が令和

6 年 3 月 31 日まで延長されました。 
 
 
 
 
 
 
 
対象事業者・申請の単位など 
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☑ 社会福祉施設で死傷災害が増加しています！  
近年休業４日以上の死傷災害が増加傾向にありますが、令和５年の東

京労働局管内においても、特に社会福祉施設における死傷災害が 11 月
末日現在で 1,030 人と前年同期比 136 人（15.2％）の大幅な増加と
なっています。 

社会福祉施設で多く発生している災害に転倒災害があります。転倒災害の原因を見
ると、「何もないところでつまづいて転倒、足がもつれて転倒」、「通路の段差につ
まづいて転倒」「設備、家具などに足を引っかけて転倒」の 3 つで、全体の 60％を
占めています。 

一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなり
ます。特に女性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増大し
ます。 

事業者の皆様には、転倒災害を防止するために、事業場内
などを点検し、必要な対策を講ずるようお願いします。 

厚生労働省のホームページから啓発用資料や 
リーフレットなどが入手できるほか、予防に関 
する動画をご覧いただくことができます。 

 

☑ 令和 6 年能登半島地震に関する Q&A について  
自然災害が発生した場合の労働基準法等の取扱いについては、厚生労働省ウェブ

サイトにおいて、「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱い
などに関するＱ＆Ａ」を公開しているところですが、厚生労働省では、令和６年能登
半島地震への対応に当たって、これまでの Q&A に加えて、「令和６年能登半島地震
に関するＱ＆Ａ（労働基準法第 33 条第１項関係）」を作成しました。 

建設事業者が自治体等からの要請を受けて被災地内での災害復旧工事の応援を行
う場合やトラック運送事業者が自治体等からの要請を受けて避難所避難者のための
支援物資の運送などを行う場合は、この Q&A を参照いただくようお願いします。 

ご不明な点につきましては、 
王子労働基準監督署 方面（電話 03-6679-0183）までお尋ねください。 

 
 

 
☑ 「働き方改革」ワーク・ライフ・バランスに向けたワーク

ショップのご紹介（令和 5 年度） 
 東京労働局では各社での働き方改革への取組みを図るべく、参加者が主体となり、
自社の取組事例や課題の発表を通じて、ファシリテーター（「働き方・休み方改善コ
ンサルタント」）と一緒に、課題解決に向けて取り組んでいく討議形式のワークショ
ップを開催しています。 
 【開催日時】 令和６年２月１３日(火) 午後１時３０分～４時３０分 
 【場  所】 千代田区九段南１-２-１ 九段第３合同庁舎 
 【申込締切】 開催日の１０日前(定員となり次第締め切ります) 
 【申込/お問合せ先】 東京労働局雇用環境・均等部 指導課 

TEL 03-6867-0211 FAX 03-3512-1557 

転倒予防・腰痛予防の取組 検索 
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転倒災害が起きているのは 
移動のときだけではありません 
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